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里耶秦簡 J1⑧1517 の作成過程と「某手」の示すもの 

 

青木 俊介 

 

里耶秦簡 J1⑧1517 は使用されている文言から見て、派遣する出張者への食料支給を道中

の機関に要請した「続食文書」である(1)。 

 

  卅五年三月庚寅朔辛亥、倉銜敢言之。疏書吏・徒上事尉府 

者牘北、食皆盡三月、遷陵田能自食。謁告過所縣、以縣鄕次續 

食、如律。雨、留。不能投宿、齎。當騰騰。來復傳。敢言之。（J1⑧1517 正） 

 令佐温 

更戍士五城父楊翟執 

更戍士五城父西中痤 𦡌手。（J1⑧1517 背） 

 

 その内容は、遷陵県の吏・徒が洞庭尉府へ報告をしに行くにあたり、道中通過する県・

郷に対して食料の支給を要請するよう、倉の主管者である倉嗇夫が県廷に求めたものであ

る。簡の背面（「牘北」）には、出張する吏（「令佐温」）と徒（「更戍士五城父楊翟執」「更

戍士五城父西中痤」）の情報が箇条書き（「疏書」）されている。 

この J1⑧1517 と非常によく似た文面を持つのが J1⑧110+669+1203(2)である。 

 

卅五年〼庚寅朔辛亥、倉〼 

者牘〼□皆盡三月、遷□〼 

食如律。雨、留。不能投宿、齎〼 

三月庚申朔辛亥、遷〼（J1⑧110 正+669 正+1203 正） 

 令佐温 〼 

更戍士五城父陽翟執〼 

更戍  士  五  城  父  西  (3)中痤〼（J1⑧110 背+669 背） 

 

J1⑧110+669+1203 は断簡だが、背面に見える固有名詞の記載は J1⑧1517 背のそれとま

ったく同じで、正面の文面も途中までは一致している。唯一異なるのは、J1⑧110 正+669

正+1203 正四行目の「三月庚申朔辛亥、遷」にあたる部分が J1⑧1517 にはないことである。

同じく「続食文書」である J1⑤1 の書式に照らせば(4)、この部分は出張者を派遣する県か

ら道中通過する県・郷に対しての通達文言であることがわかる。すなわち、倉からの要請

である J1⑧1517 を受けた遷陵県廷が、その文面を転写したうえで道中の県・郷への通達文

言を加えたものが J1⑧110+669+1203 なのであって、両簡は同じ案件についての異なる手

続き段階の文書ということになる。 
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他機関から送られてきた文書原本に自機関での処理内容を追記し、それをまた別の機関に

送るということがなされたためである。ただ、前述の手続き過程にもとづけば、J1⑧1517

は（名目上は）倉から遷陵県廷に送られてきた原本である。追記形式が義務であるのなら

ば J1⑧1517 は遷陵県外の機関へ送られているはずだが、遷陵県廷址に残されているという

ことは、原本への追記に特段のこだわりはないのであろう。少なくとも同じく「続食文書」

である J1⑤1 や J1⑧422+50 において、倉と県廷の筆記部分に明確な筆跡の違いは認めら

れない。 

 

最後に、「某手」について再び触れておきたい。 

前述したように、「某手」はその文書等の書き手・作成者の表示とされることが常である。

確かに、同じ名前で「手」されたもの同士を見比べるとその筆跡は大体において似ており、

顔師古も『漢書』郊祀志の注で、「手、謂所書手迹」としている。しかし、J1⑧1517 の場

合は、「𦡌手」とあるものの、𦡌が作成したものではなさそうである。 

次の J1⑧1511 は、遷陵県の水火敗亡者課を令史感に上呈させるという内容の文書である。 

 

廿九年九月壬辰朔辛亥、遷陵丞昌敢言之。令令史感上 

水火敗亡者課一牒。有不定者、謁令感定。敢言之。（J1⑧1511 正） 

已。 

九月辛亥水下九刻、感行。 感手。（J1⑧1511 背） 

 

ここには、「有不定者、謁令感定（確定しないことがあれば、感に確定させてください）」

とあり、この文書を「手」し、かつ送達した感が当該案件の事情に精通していたことがわ

かる。 

 さらに、冊書を成していたと思われる J1⑧755・756 には、 

 

卅四年六月甲午朔乙卯、洞庭守禮謂遷陵丞。 

丞言徒隸不田、奏曰、司空厭等當坐、皆有它罪、（J1⑧755 正） 

 耐爲司寇。有書、書壬手…<略>…（J1⑧756） 

 

とあり、過去に遷陵丞から送られてきた文書について、そこに「壬手」と記載されていた

ことを洞庭太守が指摘している。文書を「手」した壬がその案件の処理に関与し、責任を

負うべき立場にあったことが見て取れる。 

加えて、岳麓秦簡「為獄等状」〇一癸、瑣相移謀講案には、 

 

 ●廿 五  年六月丙辰朔癸未、州陵守綰・丞越、敢𤅊之…<略>…南郡假守賈、報州陵守綰・

丞越…<略>…受人貨材以枉律令。其所枉當貲以上、受者・貨者、皆坐臧爲盜、有律。
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不當𤅊。獲手。其貲綰・越・獲、各一盾。它律令有律令。 

 

と見える。州陵県廷が論罪に迷い、南郡太守府に判断を仰いだが、南郡仮守賈はすでに律

で規定されていることを理由に、この奏讞を不当なものとして却下。そして州陵からの奏

讞文書に「獲手」とあったことを指摘して、州陵守綰と丞越のみならず獲をも処罰の対象

とし、手者としての責任を問うているのである。 

 これらのことから、「某手」という表記は、その文書の作成者という以上に、その文書に

記載されている案件の処理担当者を示す意味合いを持っていたと考えられる。上掲「為獄

等状」において、奏讞の名義人である州陵守・丞と同額の罰金が獲に科せられていること

も、手者が文書の作成のみならず、記載されている案件そのものに深く関与する立場であ

ったことをうかがわせる。つまり、J1⑧1517 の「𦡌手」は、当該案件の担当者が𦡌である

ことをはっきりさせるために記されたのである。 

秦漢の律令においては行政業務に不備があった際、嗇夫などと並んで「吏主者」が処罰

の対象者としてあげられている。『史記』巻 56 陳丞相世家の、 

 

  平曰、有主者 。上曰、 主者謂誰。平曰、陛下即問決獄、責廷尉。問錢穀、責治粟内史。

上曰、苟各有主者、而君所主者何事也。平謝曰、主臣……。 

 

という陳平と文帝の間で交わされた丞相の役割に関する問答からわかるように、「主者」も

担当者の意味である。律令に見えるような行政業務の場合、当該業務の文書に「某手」と

記されている吏がその「吏主者」に相当するのではなかろうか。 

とまれ、事情を把握している当該業務の担当者が、自ら文書を作成するのが自然な流れ

である。その結果として、「某手」と作成者が大体において一致するのだろう。あるいは、

文書の作成者という元来の意味から派生して、記載案件の担当者をも示すようになったの

かもしれない。長沙走馬楼漢簡第 2 簡において伝舎の建物を管理する「吏主者」を(10)、工

官において器物製造の監督官を「某主」と表記し (11)、「某手」としないのは、これらが文

書業務ではないからであろう。担当者一般をいう「主」の中でも、特に文書記載業務の処

理担当者を表す語として「手」が用いられたのだと考えられる。 

 

注： 

（１）「続食文書」については、拙稿「里耶秦簡の「続食文書」について」（『明大アジア史

論集』第 18 号、2014 年）参照。 

（２）綴合は、何有祖「読里耶秦簡札記（四則）」（『簡帛網』http://www.bsm.org.cn/show_ 

article.php?id=2257、2015 年 6 月 10 日発表、2017 年 2 月 14 日閲覧）に従った。なお、

J1⑧1203 の背面には文字が認められないようで、何有祖氏は背面釈文の簡番号を「8-110

背+8-669 背」としている。 
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